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政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例の一

部を改正する条例 

 政治倫理の確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例（平成５年

川崎市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第４号中「、貯金（普通貯金を除く。）及び郵便貯金（通常郵便貯金

を除く。）」を「及び貯金（普通貯金を除く。）」に、「、貯金及び郵便貯金」を「

及び貯金」に改め、同項第５号を削り、同項第６号中「証券取引法」を「金融商品取

引法」に改め、同号を同項第５号とし、同項第７号から第１０号までを１号ずつ繰り

上げる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。ただし、第２条第１項第５号

を削る改正規定、同項第６号の改正規定、同号を同項第５号とする改正規定及び同

項第７号から第１０号までを１号ずつ繰り上げる改正規定は、証券取引法等の一部

を改正する法律（平成１８年法律第６５号）の施行の日又はこの条例の公布の日の

いずれか遅い日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例第２条の規定の適用については、この条例の施行の日前に有してい

た郵便貯金（通常郵便貯金を除く。）及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律（平成１７年法律第１０２号）附則第５条第１項の規定により

なおその効力を有するものとされる同法第２条の規定による廃止前の郵便貯金法（

昭和２２年法律第１４４号）第７条第１項各号に規定する郵便貯金（通常郵便貯金

を除く。）は、預金とみなす。 

 

 



提 案 理 由 

 

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行及び証券取引

法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するものである。 


